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第 64 回技能五輪全国大会「エレクトロニクス」職種二次選考会選手募集要項 

 

令和８年４月２３日 

中央職業能力開発協会 

１ 目的 

  第 64 回技能五輪全国大会｢エレクトロニクス｣職種二次選考会（以下｢二次選考会｣という。）は、

第 64 回技能五輪全国大会（以下「全国大会」という。）の「エレクトロニクス」職種への参加希

望者を対象に中央職業能力開発協会（以下「中央協会」という。）が以下のとおり、二次選考会を

実施し、一定のレベルに達していると判断された選手のうち、原則として、40 名（二次選考会免

除者を含む。）を全国大会への参加選手として、選考するものです。 

 

２ 実施日程 

二次選考会の実施日程は、以下のとおりとします。 

［日程（予定）］ 

令和８年８月２５日（火） 

   受付開始           9：30 

   集合・説明開始       10：00 

   説明        10：00～10：20 

   試験        10：20～12：00 

   連絡事項      12：00～12：15 

解散                12：15 

 

３ 実施会場 

ＭＥＥＴＩＮＧ ＳＰＡＣＥ ＡＰ東京八重洲 Ｐルーム 

（〒104-0031） 東京都中央区京橋1-10-7 KPP八重洲ビル ７Ｆ 

※二次選考会について上記施設へのお電話等での直接のお問合せは、お控えください。 

 

４ 参加選手数の制限 

１事業所、１学校あたり、大会に参加する二次選考会免除者と二次選考会参加者の合計人数は、

最大４名とします（１事業所、１学校あたりの大会参加選手数は最大４名となります。ただし二

次選考会の通過状況によっては、４名より少なくなる可能性があります。）。 

 

５ 出場資格等 

次の事項すべてを満たす者であること。 

（１）全国大会開催年に 23 歳以下（平成 15[2003]年１月１日以降に生まれた者）であること。 

（２）都道府県ごとに実施される予選大会で優秀な成績を収め、技能検定「電子機器組立て職種

（電子機器組立て作業）」2 級実技相当の技能を有していること（申請時は不問です。）。 

（３）都道府県職業能力開発協会（以下「都道府県協会」という。）会長から中央協会会長に推薦

された者で、全国大会に出場に相応しい技能を有していると認められる者であること。 

※二次選考会への参加希望者数が二次選考会実施の会場等を勘案して、許容人数を超えた場合

には、都道府県予選の点数を基に中央協会で人数調整を行います。 

※二次選考会への参加を希望する場合は、都道府県協会を通じて参加申込申請を行うこととし

ます。 

※第63回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種に出場した選手については、都道府県協会

から推薦がある場合は、二次選考会を免除し、全国大会の参加を認めます。 
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６ 参加申込方法 

別添様式の「第 64 回技能五輪全国大会 参加申込書（エレクトロニクス職種二次選考会）」に必

要事項を記入し､次によりお申し込みください。参加申込書は、２部必要となります。写真は２部

とも貼付し、写真の裏面には所属施設名・氏名を予め記入しておいてください。 

なお、二次選考会免除者についても、以下の申込受付期間中に参加申込書を御提出ください。 

 

（１）申込受付期間 

令和８年５月７日（木）～５月２９日（金） 

（２）申込先 

都道府県協会 

※別添の都道府県協会一覧を御参照ください。 
 
参加申込書の様式は、excel形式のものを中央協会ウェブサイトからダウンロードできます。 

URL: https://www.javada.or.jp/ 
 

（３）二次選考会参加者の確定 

二次選考会への参加については、参加の申込みを申請いただく都道府県協会等を通じて御連

絡いたします。 

 

７ 二次選考会開催に影響する事態が発生した際の対応 

二次選考会開催に影響を及ぼし得る事態が発生した場合、日程変更や開催の可否等について、

当協会ウェブサイトにてお知らせする予定です。 

 

８ その他 

参加費の徴収はありません。 

二次選考会参加に係る宿泊等については、参加者各自で手配ください。 

 

９ 二次選考会に関する問合せ先 

（１）中央職業能力開発協会 技能振興部 振興課 畑山・中林 

〒171-0033 東京都豊島区高田 3-19-10 ヒューリック高田馬場ビル 4 階 

電話: 03-6772-9765 

E-mail: national@javada.or.jp   HP URL: https://www.javada.or.jp/ 

（２）各都道府県職業能力開発協会 

別添資料「各都道府県職業能力開発協会一覧」参照 

 

－以上－ 


